
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前側端部と後側端部を有する中空の本体部を備え、
前記前側端部は中空の針をスライド可能に保持し、前記本体部には、その前側端部と後側
端部の間にチャンバが設けられ、前記チャンバはプラグとストッパの間に区画形成され、
前記プラグは、シール的に且つスライド可能にして本体部内に収納されて前側端部に隣接
しており、前記ストッパは、シール的に且つスライド可能にして本体部内に収納されてプ
ラグの後方に位置しており、そこにおいて本体部内でのスライド動を生じさせるにはプラ
グにおけるよりも大きな力を加える必要があるようにされ、前記本体部の後側端部は、ス
トッパを非シール的に収納する部分を有しており、
前記プラグ部材には駆動要素がその一端部で接続されており、前記駆動要素は、スライド
可能に且つシール的にしてストッパ部材を挿通して本体部の後側端部から伸びてきており
、
前記駆動要素の他端部には操作手段が設けられており、
前記針の中空内部は中空針の内側端とプラグとの間に延在するフレキシブル通路を介して
チャンバに連通しており、前記針は張力手段によりプラグ 接続され、

手段は、針が本体部から出た状態で
ある第１の位置に針を保持するように適合され、また針が本体部に収納された状態である
第２の位置へ針が動くのを許容することが可能なように適合され、前記第１の位置と第２
の位置との間での動きは前記張力手段を介してなされるようになっている注射器。
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【請求項２】
駆動要素がフレキシブルである、請求の範囲１に記載の注射器。
【請求項３】
操作手段は、タブまたはリングで形成する請求の範囲２に記載の注射器。
【請求項４】
操作手段は、本体部の後側端部にスライド可能に支持されるスライダーとして形成する請
求の範囲２に記載の注射器。
【請求項５】
駆動要素を繊維で形成する請求の範囲１から請求の範囲４の何れか１項に記載の注射器。
【請求項６】
本体部の最後端部は、プラグが後側端部に入り込むのに伴ってストッパにも後端部に入り
込むことを許容するように形成する請求の範囲１から請求の範囲５の何れか１項に記載の
注射器。
【請求項７】
本体部の内面は、プラグやストッパの後側端部への移動に逆動を生じることのない形状に
形成する請求の範囲６に記載の注射器。
【請求項８】

手段は、 摩擦係合 、 張力手段により所定
の力が針に加えられた際には針を開放するようにされる請求の範囲１から請求の範囲７の
何れか１項に記載の注射器。
【請求項９】
針の内側端部には、本体部に摩擦係合する支持部材を介して本体部に支持さ る請求の範
囲８に記載の注射器。
【請求項１０】
前記 手段は、針が第１の位置にあるとき針と積極的に係合するラッチで形成され、針
が張力手段の作用力を受けて第２の位置に動くようになるとラッチと針との係合が外れる
ようになっている請求の範囲１から請求の範囲９の何れか１項に記載の注射器。
【請求項１１】
張力手段は、通路も兼ねるフレキシブルな管として形成される請求の範囲１から請求の範
囲１０の何れか１項に記載の注射器。
【請求項１２】
フレキシブルな管を弾力伸長可能な材料で形成する請求の範囲１１に記載の注射器。
【請求項１３】
フレキシブルな管は、内周壁または外周壁に弾力伸長可能な部材を施した筒状の部材で形
成する請求の範囲１１または請求の範囲１２に記載の注射器。
【請求項１４】
フレキシブルな管は、コイルまたは螺旋ばねの形態で弾力的となる硬質材料で形成する請
求の範囲１１に記載の注射器。
【発明の詳細な説明】
本発明は、注射器に関し、特に体内へ非経口薬剤を注入するのに用いる注射器タイプの注
射器に関する。
本発明は、国際特許出願ＰＣＴ／ＡＵ９３／００１７５および同ＰＣＴ／ＡＵ９４／００
６１８に開示の装置にさらに改良を加えたものである。これらに開示されている内容を参
考までにここに記載する。それぞれの開示内容は、体内への非経口薬剤の注射に利用でき
る注射器に関するもので、注射が済めばこの器具は使用不適なもの なる。これらの各器
具は、非経口薬剤の注射時に針が注射器本体部中を後方に移動し、この動きに伴って針の
先端が、それがそれまであった体内組織から抜け出る点で特徴付けられる。この構成は多
くの利用面で満足させている。しかしその一方で、体組織内に非経口薬剤を深く浸透させ
る必要のある場合、あるいは注射中には針を本体部内に後退させることが望ましくない場
合がある。
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本発明の目的の一つは、その使用後に使用不適状態（二度と使えない状態）とすることが
でき、しかも注射中を 針が組織内で実質的にほぼ固定した状態となるようにされた
注射器の提供にある。
一つの形態では、本発明による注射器は、中空の本体部を備える。本体部は前側端部と後
側端部を有する。前側端部は中空の針をスライド可能に支持している。本体部には、その
前側端部と後側端部の間にチャンバが設けられている。チャンバはプラグ（プラグ部材）
とストッパ（ストッパ部材）の間に区画形成されている。プラグはシール的（液密的乃至
気密的）に且つスライド可能にして本体部内に収納され、前側端部に隣接している。スト
ッパはシール的に且つスライド可能にして本体部内に収納され、プラグの後方に位置して
おり、本体部内でのスライド動を生じさせるにはプラグにおけるよりも大きな力を加える
必要があるようにされている。本体部の後側端部は、ストッパを非シール的に収納する部
分を有している。プラグ部材には駆動要素（駆動ユニット）がその一端部で接続されてい
る。駆動要素は、スライド可能に且つシール的にしてストッパ部材を挿通し、そして本体
部の後側端部から伸びてきている。駆動要素の他端部には操作手段が設けられている。前
記針の中空内部は中空針の内側端とプラグとの間に延在するフレキシブル通路を介してチ
ャンバに連通している。前記針は張力手段によりプラグ 接続されている。

手段は、針が本体部から出た状態である第１の位置に針を
保持するように適合されている。また前記 手段は、針が本体部に収納された状態であ
る第２の位置へ針が動くのを許容することが可能なように適合されている。第１の位置と
第２の位置との間での動きは前記張力手段を介してなされる。
本発明の好ましい態様によれば、駆動要素はフレキシブルとする。ストッパやプラグを本
体部の前側端部に向けて押すのに操作手段が働かないように（つまり駆動要素がフレキシ
ブルであり、引っ張り力しか伝わらない状態であることにより、操作手段を操作してもス
トッパやプラグが前方に動くことがないように）なっていることは駆動要素の望ましい特
徴である。操作手段は、本体部の後側端部にスライド可能に支持されるスライダーとして
形成することができ、あるいはこれに代えて、つかんだり引っ張ったりすることでプラグ
を動かせるリングやタブ乃至その類のものとすることができる。
本発明のさらに好ましい別の態様によれば、本体部の最後端部は、ストッパとプラグの後
側端部への移動に逆動が生じることのないように形成される。
本発明の好ましい態様によれば、張力手段は通路（前記フレキシブル通路）も兼ねるフレ
キシブルな管として形成される。この管は、適当な弾力性をもって伸長可能な材料で形成
することができ、あるいは管の内側または外周に、適当な弾力性をもって伸長可能な要素
を一体化させることができる。さらに別な形態として、管は、金属や適切なプラスチック
材のような硬質材料で形成することができる。この場合には、スプリングのように形成す
ることで弾力性を与える。このばねは、コイル形状とするか、またはその弛緩状態では螺
旋形状であり、引き延ばすとコーン形状となるものであっても良い。
さらに好ましい本発明の別の態様によれば、前記 手段は、 摩擦係
合 、これによりこの 手段は、張力手段により所定の力が針に加えられた際には
針を開放する。針は、本体部の内壁にスライド可能に支持させたボス乃至その類の部材に
より支持させることができる。
さらに本発明の別の態様によれば、前記 手段は、ラッチあるいはその類の係合手段と

形成される。これらの係合手段は、第１の位置にあるときは針乃至その支持部材と積
極的に係合し、また第２の位置へ移動できるようにするために針から外れ得る。
本発明は以下に述べる特定の実施形態に基づきより良く理解されるであろう。その説明は
添付図面を参照して行う。
図１は、注射前における実施形態の概略断面図。
図２は、注射完了時における実施形態の概略断面図。
図３は、針が中間位置に引っ込んだ状態の断面図。
図４は、針が完全に引っ込んだ状態の断面図。
実施形態は、ＰＣＴ／ＡＵ９３／００１７５およびＰＣＴ／ＡＵ９４／００６１８に開示
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の形態の注射器からなる。この注射器は、前側端部１２と後側端部１３を有する実質的に
中空な円筒状の本体部１１を備える。この実施形態では後側端部１３に接した後部１４は
その径が大きくなるようにされている。本体部１１は、本体部１１にスライド可能に組み
込まれたボス部材１６で支持させた中空の針１５を支持している。
本体部１１にはチャンバＡが設けられている。チャンバＡは、プラグ部材１７とストッパ
部材１８とにより区画されている。これらプラグ部材１７とストッパ部材１８は、それぞ
れスライド可能に且つシール的にして本体部内に組み込まれている。プラグ部材１７とス
トッパ部材１８それぞれのスライド係合（スライド抵抗）は、ストッパ部材１８に本体部
１１内でスライド動作を生じさせるためには、プラグ部材１７に本体部１１内でスライド
動作を生じさせるよりも大きな力が必要となるように設定する。
プラグ部材１７は、長いフレキシブル部材１９の形態とした駆動要素に連結されている。
フレキシブル部材１９は、糸やワイヤなどとして形成することができ、その一端でプラグ
１７に固定される。フレキシブル部材１９は、スライド可能に且つシール的にしてストッ
パ部材１８を挿通しており、その自由端に操作手段２０が設けられている。操作手段２０
は、図に示すようなリングの形態、あるいはタブの形態、さらにＰＣＴ／ＡＵ９４／００
６１８号に開示されるような、本体部の後側端部でスライド可能に支持されたスライダの
形態とすることができる。
中空針１５の内部は、ボス１６とプラグ１７の間に延在するフレキシブル管２１を介して
チャンバＡに連通している。このフレキシブル管にも弾力的な伸長性を持たせることがで
きる。
ボス１６は、針１５が伸びた状態では本体部１１の内壁に摩擦係合しており、この状態か
ら動かすには力の増大を必要とする。そしてそのことにより、前記状態から動く際には、
ボス１６が本体部１１に対し比較的自由に動く。摩擦係合の増加は、本体部１１の内壁に
その前側端部で突起２２を設け、この突起に針１５が伸びた状態でボス１６が係合するよ
うにすることで生じさせることができる。これに代わる方法としては、前側端部１２に設
けた開放部にボス１６を、張力手段により十分な力が加えられた際に針１５を開放できる
ように、摩擦係合させることである。そのような場合は、ボス１６が本体部内で後側端部
に向けて後退する際にボス１６をほぼ中心に維持することを可能とするようにボス１６を
支持する安定化手段をボス１６に設ける必要がある。
張力手段の作用力を受けてボス１６がプラグ１７に向けて動く際にボス１６とプラグ１７
との間から空気を逃せるようにするために、ボス１６には本体部１１の内壁に対するシー
ル的係合性を与えない。
本体部１１の後部には、本体部１１からプラグ１７が抜き出されるのを防止するための防
護手段２７を設ける。
例として、予め充填してある注射器をとりあげる。針は第１の位置にあり、図１に見られ
るように伸び出している。非経口薬剤はプラグ部材１７とストッパ部材１８の間のチャン
バＡに充填されている。注射器の使用時には針１５が患者の組織内にあり、そして操作手
段２０を引っ張ると、プラグ１７がストッパ部材１８に向けて本体部１１の内部を後方に
移動する。ストッパ部材１８の本体部１１に対する摩擦係合がプラグ部材１７と本体部１
１の間の摩擦係合と異なっているために、プラグ１７はストッパ部材１８に向けて移動し
、ストッパ部材１８はその位置に留まり、したがってチャンバＡはその容積を減じる。そ
の結果、非経口薬剤はチャンバＡからフレキシブル管２１を通って中空針１５に射出し、
そして針１５が位置している組織に注入される。
プラグ部材１７が移動すると、フレキシブル管２１が伸長し、張力状態になる。この張力
はプラグ部材１７がストッパ部材１８に向けて移動するのに伴って増大する。プラグ部材
１７がストッパ部材１８に近づくと、フレキシブル管２１を介してボス部材１６に加えら
れている力は、ボス部材１６をその前側位置に留めておく摩擦係合力に打ち勝つに十分と
なる。ボス部材１６がその前側位置から移動するようになると、ボス部材１６は、フレキ
シブル管２１による作用力を受けてプラグ１７に向けストッパ１８に密接するまで引っ張
られる。この状態では針は、図４に見られるように、完全に引っ込んで本体部の内部に納
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まる。
プラグ１７のストッパ部材１８に向けての移動が完了すると、プラグ１７がストッパ部材
１８に係合する。さらに操作手段で引っ込ませることにより、ストッパ１８が本体部１１
の拡大後部１４に入り込み、この状態ではストッパはチャンバＡの内壁に対するシール状
態を解消させる。図５に見られるように、後部１４の大きさはプラグ１７及びおそらくボ
ス１６を後部１４の中に引き込めるような大きさとされる。そこではプラグ１７はチャン
バＡの内壁に対するシール状態を解消される。
必要ならば、本体部の後部を前側端部とは異なる断面形状とするか、あるいは溝やスロッ
トを設けることで、ストッパの本体部に対するシール的係合を解除し、そしてチャンバＡ
の密閉性がなくなるようにする。
本発明の範囲が上記実施形態の特定範囲に限定されぬ点は十分理解されるべきである。
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【 図 ２ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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